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らなる工夫が必要といえます。今後、SNS を通じてホクネットとその活

動内容を消費者にもっと知ってもらうこと、そして被害回復の呼びかけな

どが効果的にできるようになることが期待されます。 

これらの有償広告動画の配信は終了しましたが、動画作品としてユー

チューブのホクネットのチャンネルで視聴することができます。ホクネッ

トのホームページ「お役立ち情報」からもご覧になれます。 

 

動画は①消費者トラブルの通報を促し、ホクネットホームページに誘導する広

告（３０秒）②ユーチューブの「消費者裁判手続特例法の改正」動画に誘導する広

告（３０秒）＝写真＝③火災保険申請サポート詐欺について注意を喚起し情報提

供を呼びかける広告（６０秒）の３種類。それぞれについて「メタ用」「ユーチューブ

用」「X（旧ツイッター）用」を用意し、計９点を製作した。配信期間はユーチューブ

が 11月 13日～12月 12日、Xが 11月 17日～12月 16日。メタは広告ポ

リシーの関係で審査が難航し、結局 11月 13日～16日のみの配信となった。 

 

  

この号の主な内容  

➢ 有償広告動画、SNS媒体での

効果検証 

➢ 消費者トラブル１１０番に通報

１１件 

➢ 旭観光、ふるさと産直村などと

の協議終了 

➢ ハイチエイジェントなどに照会

書 

➢ ２０２４年度総会は６月２２日 

➢ ２３年度若年者向けセミナー、

１３講座、１７５４人が受講 

ユーチューブなど SNS 媒体の活用が、ホクネットの情報収集活動にどのような効果を

もたらすのかについて、ホクネットは消費者庁の補助事業として有償広告動画を製作して

検証しました。 

SNS やはり若者にアピール 
有償広告動画を１カ月配信し効果検証 

２０２４年５月１日 第８８号 

ホクネットでは、X（旧ツイッター）、フェイスブック、ユー

チューブの３種類の SNS で情報発信していますが、アクセス数は

必ずしも多くありません。そこで特に若年層への周知拡大の可能

性を探るため、別項の通り３種類の有償広告を作成し、2023 年

11月中旬から 12月中旬の約 1カ月間、SNS で配信しました。 

その結果、媒体別では X が表示回数、クリック回数ともに最も

多かった一方で、30 秒以上視聴された回数はユーチューブが最多

となりました。動画別では③の火災保険申請サポート詐欺が表示

回数、クリック回数、３０秒以上の視聴回数のいずれも最多でし

た。具体的な案件の方が、より興味・関心度が高かったと考えら

れます。 

年齢別では 18～34 歳の表示回数が全体の 65.9％を占め、若

い世代へのアピール効果の高さがうかがえます。ただし、この年

齢層の 30 秒以上の視聴回数は表示回数の１％未満にとどまりま

した。若い世代の目には触れたものの情報を十分に届ける状況に

は至っておらず、コンテンツの内容や訴求力ある提示方法などさ
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当日はテレビ局の取材

もあった「消費者トラブ

ル１１０番」 

消費者庁の補助事業としてホクネットは 3 月 16

日、札幌市中央区のホクネット事務所に「消費者トラ

ブル 110 番」を開設し、会員の弁護士、消費生活相談

員計４人が、交代で通報を受けました。 

当日は午前 10 時から午後４時までに「家庭教師」

「DPF 取引」「アパート退去時のクリーニング代金」

「クレジットカードの現金化」「無料体験学習のネッ

ト申し込み」「美容整形の解約」に関する 11 件の情

報提供がありました。 

「アパート退去」など情報１１件 
＊消費者トラブル１１０番実施 

主な相談内容は「長く住んだアパートを退去した際、入居時に退去時ク

リーニング代を支払っていたのに喫煙していたからとヤニ、におい除去費

用を請求された」「X の広告でクレジットカード現金化を知り、カード

10 枚でギフトカードや競馬チケットを 200～300 万円購入。その

90％は換金されたがカード支払いが始まり困っている」「子供のオンラ

イン学習の無料体験をネットで申し込んだつもりが、本契約になってい

た。1年間は解約できないなど見づらい表示になっていた」などです。 

これらの通報については、必要に応じて今後ホクネットの検討グループ

で問題点を整理し対処を検討する予定です。 

 

P２ 

ホクネットは、不動産賃貸業の旭観光株式会社（札幌市）に対し、同社

が使用する建物賃貸借契約書等に消費者契約法に反する不当な条項がある

として、同法 41 条 1 項に基づく事前差止請求書を 2023 年 11 月 13

日付で送付し、同社と協議してきましたが、当法人の申入れにほぼ沿って

契約書等が改訂されたため、2024 年４月１日付で協議終了の通知文を同

社に送付しました。 

また、株式会社ふるさと産直村（東京都中央区）に対し、同社が運営す

るウェブサイト上での価格表示について、「通常価格」を比較対照価格と

した二重価格表示が景品表示法が禁止する「有利誤認」にあたるとして、

表示を中止するよう求めた申入れ（2024 年 1 月 29 日付）について、

同社が申入れを受け入れ、ウェブサイトの表示を変更したことが確認でき

たため、４月１日付で協議終了の通知文を送付しました。 

さらに、パーソナルジムをフランチャイザーとして運営する株式会社Ｅ

ＶＡＮＥＳＳ（名古屋市）と加盟店であるカロリートレードサッポロ（札幌

市）の利用規約に、消費者契約法上の問題があるとして申入れ協議を行っ

旭観光、ふるさと産直村などとの協議終了 

（３ページに続く） 
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てきましたが、申入れの主要事項について改訂がなされたため、４月１日

付で協議終了の通知文を送付しました。 

一方、株式会社Ｃrea（東京都港区）に対し、ウェブサイト広告や利用

規約に特定商取引法、景品表示法、消費者契約法等に違反する内容が含ま

れているとして、使用中止または修正を求める申入書（2023 年 7 月４

日付）を送付しましたが、宛先不明で返送され、再度回答を求める催告書

も到達せずに返送されました。同社とは一切連絡がとれず、同社のホーム

ページが削除されていることから、今回の申入れ活動はいったん中断し、

同社に関する新たな情報等があれば、あらためて検討します。 

 
ハイチエイジェントなどに照会書 

P３ 

ホクネットは、株式会社ハイチエイジェント（札幌市）に対し、不動産賃

貸借契約書等に消費者契約法に反する不当な条項があるとして当該条項の

使用中止または修正を求めて協議してきましたが、同社は申入れを受け入

れ契約書を改訂しました。また、同社が賃借人から町内会費名目での徴収

を行っていながら実際には町内会費を支払っていなかった件についての申

入れに対しては、同社から賃借人に返金する旨の回答がありましたが、対

象物件が限定されていたため、他の物件における町内会費の徴収の有無を

確認する照会書を４月１日付で送付しました。 

また、不動産管理会社である株式会社フォーユー（札幌市）と一般社団

法人生活保護住居支援センター（同）に対し、賃貸借契約書の不当条項の

使用中止または修正を求める申入書（2023 年 11 月 30 日付）を送付し

ましたが、契約書を改訂する旨の回答があったことを受け、既存賃借人へ

の周知方法等について確認する照会書を 2024 年４月 1 日付で送付しま

した。 

ホクネットの 202４年度通常総会が 6 月 22 日（土）午後 1 時 30 分

から、TKP 札幌ビジネスセンター赤れんが前（札幌市中央区北 4 西 6、

毎日札幌会館 5階）で開かれます。 

主な議案は前年度の事業・決算報告、役員改選などです。団体賛助会

員、個人協力会員でオブザーバー参加ご希望の方は、事務局までご連絡く

ださい。 

また例年、講師を招いての記念企画を総会後に開催しており、今回も午

後 2 時 30 分から予定しています。総会出席者に加えて消費生活相談員や

行政職員、さらに一般の方も参加できます。会場参加のほか、ZOOM に

よるオンライン参加も計画しています。参加無料。詳細が決まり次第、申

込方法と併せてホクネットのホームページなどでお知らせします。 

６月 22日に総会 記念企画も検討中 

申入書、回答書等

はホクネットのホー

ムページに掲載して

います 

（２ページから続く） 
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受講者最多１７５４人 事業定着の手応え 
＊２３年度「若年者向け消費者教育セミナー」 

8,803,468円 
2023年 4月 1日－24年 3月 31日 

亡父は性格か公務員の職業柄か、書類が大好き

でした。私が高校時代、妹が「友達とキャンプに行

きたい」と言ったのに却下。ところがほぼ同じ内容

で合宿計画書を見せた私は参加できました▼翌

年、妹は一計を案じ開催要項を自筆。ＯＫが出た

のには笑いました▼最近、有名実業家などの写真

や名前を無断使用し、ネットや SNS で投資詐欺に

引きずり込む手口が横行しています。もっともらし

いウソの文面や写真が悪質です▼いまや確定申

告で、国税庁が相談会場の入場整理券取得にＬＩ

ＮＥを活用する時代です。手軽な「スマホでポチ」

で、うっかりするとだれもがだまされます▼もし「必

ず（きっと）儲かる」「今だけ特別」などの言葉に出

会ったら警戒アラート発動ですぞ▼さて私の父は

古書集めが趣味で「これは絶対
’ ’

高値がつく」と信じ

ていましたが、大半は期待外れでしたとさ（渡辺） 
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P４ 

て、学校の協力を得て事前に学生の消費者トラブ

ルに関する意識調査を行い、その内容を反映させ

た講座の実施、講座後の意見交換を行いました。 

 

編 集 後 記 

みなさまからの寄付 
ご協力ありがとうございます。 

ホクネットへの寄付金は、税額 
控除の対象となります。 

ホクネットの 2023 年度「若年者向け消費者教育セミナー」は

11 校 13 講座（前年度比４減）を実施し、受講者数は過去最高の

延べ 1,754 人となりました＝表参照＝。 

北海道の委託を受け、私立中高、私立大学、専門学校を対象に

ホクネット会員の弁護士、司法書士、大学教授らを講師として無

料で派遣する事業で、23年度で５年目となります。 

実施 11 校のうち４校はこれが２度目、３度目の依頼という学

校です。「講座の様子を学校のホームページで広報」「毎年実施

を検討している」などの学校もあり、関係のみなさまにセミナー

が定着している様子がうかがえます。受講者数も１学年全員、全

学年全員を対象にした大規模の講座から１クラスだけの少数の講

座まで多様なニーズに対応しました。 

学校種別では専門学校５、高校３、大学３。テーマは「契約の

基礎知識」「若者が陥りやすい消費者トラブル」「インターネッ

トトラブル」などの希望が目立ちました。 

これとは別に 23 年度は札幌市のさぽーとほっと基金の助成

で、別途２講座を実施しました（133 人受講）。新たな試みとし

前年同期比 

4,079,423 円増 


